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０歳児 7.7％，１歳児 9.2％，２歳児 6.5％，３歳児 4.7％，

４歳児 3.5％，５歳児 2.5％，６歳児 1.3％（財団法人

こども未来財団　2010）であり，やはり低年齢に多く

みられる。発達期に伴う心身の成長への影響からも，

就学前施設における対応が求められるのは当然であろ

う。また同調査において，2008 年度に誤食による事

故が 29％の保育所で発生していたとされる。つまり保

育所において，乳幼児の発達の保障のために給食サー

ビスを実施している一方で，何らかの事情で不具合が

起こっていることも事実なのである。

　就学前教育や保育の場で，どのように対応をすべき

なのかについては，個々の「保育所によって食物アレ

１．はじめに

　最近，さまざまな場面で「アレルギー」について注

意喚起が促されるようになっている。特に食物アレル

ギーについては，市販食品業界や外食産業でも対応が

図られつつある。ましてや，発達期にある学齢時や就

学前教育の場である幼稚園や保育所において取り上げ

られることが多い。

　日本小児アレルギー学会によると，食物アレルギー

は乳児で５％〜 10％，幼児で約５％，学童期以降で 1.5

〜 4.5％にみられると言われる１）。2009 年の「保育所

におけるアレルギー対応に関わる調査研究」では，
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査（2010） によると，鶏卵によるアレルギーがほぼ

50％，同じく牛乳が 20％，小麦が７％となっている。

これらの除去について，栄養面から考えると鶏卵では

タンパク質，牛乳ではカルシウムの充足が必要となる。

それらの代替食品については，日本アレルギー学会な

どが目安を提示している。

表１

　M 寸鶏卵１個（可食部 50g）中のタンパク質（6.2g）

の代わりの食品の目安

日本小児アレルギー学会「食物アレルギーハンドブッ

ク」2014  p.54

表 2

　牛乳 90mL 中のカルシウム（100g）の代わりの食品

の目安

日本小児アレルギー学会「食物アレルギーハンドブッ

ク」2014  p.56

　

　また重度のアレルギー児については，給食時の食べ

こぼしや牛乳パックなどの廃棄物からの影響も考える

必要がある。小麦の場合には，飛散などに対する注意

も必要となる。さらに幼稚園・保育所では教材として

用いられる牛乳パックなどの廃材や，粘土として使用

されることの多い小麦粉への配慮なども求められるで

あろう。

　厚生労働省のガイドラインでは５），「保育所における

アレルギー疾患生活管理指導表」を活用することを推

奨している。そこでは「保育所の生活において特別な

ルギーへの対応が多様で，これが危険である」（財団法

人こども未来財団　2010）とも指摘されている。つま

り，偏った情報によった対応に伴うリスクを示したも

のである。一方，家庭との連携を図りながら子どもの

成長発達の保障を担う就学前教育・保育施設において

効果を期待できる取り組みをしている幼稚園・保育所

もある。そうした取り組みをここに紹介し，それらの

取り組みがアレルギー対応にとって有意義であるとと

もに，子どもたちの食育の面からも効果が期待できる

のではないかという点について考察を加えてみたい。

２．食物アレルギーにおける食事療法の基本

　食物アレルギーの食事療法の基本は，正しい原因食

品の診断に基づき，「食べること」を目指して行うもの

であるとされている 2） 。

1.　正しい原因アレルゲン診断に基づく「食べること」

を目指した必要最小限の食物除去が基本  

1）　原因食品の除去  

2）　調理による低アレルゲン化  

3）　低アレルゲン食品の利用

2.　除去食品の代替による栄養面と QOL への配慮

3.　安全に摂取することを目指した食事の進め方と体

制作り

4. 成長に伴う耐性の獲得を念頭に置き，適切な時期

に除去を解除

　

　厚生労働省の「保育所におけるアレルギー対応ガイ

ドライン」（2011）　においても，「“ 保育所内でのアレ

ルギー発症をなくすこと ” が第一であるが，同時に，

乳幼児の健全な発育発達の観点から，不要な食事制限

もなくしていかなければならない」としている。アレ

ルギーに対応する食事としては，原因食物を除く「除

去食」と，原因食物を除いた上で，栄養価を考慮して

それに変わる食物を補う「代替食」がある。除去に関

しては，「必要最小限」とされており，栄養面や豊かな

食生活の維持を目指したものとなっている。それらの

除去についても，医師の管理のもとに「食べる」こと

を目指して行われることが基本となっている。

　食物アレルギーの三大アレルゲンとされるのは，鶏

卵，牛乳，小麦である。前出の保育所における全国調
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表３　生活管理指導表表面６）

表４　生活管理指導表裏面７）

図１　生活管理指導表の活用について８）

のある子どもたちの給食をみんなで食べればいい」と

いうこととなり，アレルギーの中でもアレルゲンと

なっている割合の高い卵と牛乳を除去した献立を，園

児みんなが食べるということになったのである。外部

委託をしていた給食を職員を直接雇用する体制に戻し，

栄養士や調理員と協力しながら，「おいしい」給食を目

指してきた。調味料も含むあらゆる食材についても，

配慮や管理が必要となった場合に限って作成する」と

されているが，幼稚園や学校においても類似する書式

を用いて，アレルギー児への配慮を図っている。

　厚生労働省による「保育所におけるアレルギー対応

ガイドライン」（2010）によると，食物アレルギーの

治療の基本は「原因となる食物を摂取しないこと」と

なっている。また当然のことであるが，万一症状が出

現したときには，適切な対応が重要となる。アナフィ

ラキシーの既往がある乳幼児については，特に配慮が

必要なことは言うまでもない。さらに初めての食品を

口にするのは家庭であることが原則としている。しか

し今日の家庭環境等を考えると，給食で初めて口にす

る食品がないとは言えない。保育所全体で給食につい

て関心を持ち，子どもたちの毎日の食事がどのような

内容であるかについて，家庭の協力をあおぎながら把

握しておく必要があろう。また重篤な症状であるアナ

フィラキシーショックに備えた研修等を受けておくこ

とも求められている。

3．誰もが安心して食べることができる給食の実践

　日々，乳幼児を預かっている保育所において，子ど

も本人の安全はもちろん，預けている保護者にとって

も，またそこで働いている保育士にとっても，安心し

て提供できる給食が求められていると言えよう。そう

した給食を提供している 2 例を紹介し，それらの実践

の工夫や効果をみるとともに，食を通した子どもの育

ちについて考えてみたい。

（1）おおわだ保育園の「なかよし給食」

　おおわだ保育園は，大阪市の北東に位置する大阪府

門真市にある社会福祉法人立の認可保育所である。門

真市の人口は平成 25 年度統計で 127,862 人であり，

保育所入所者人数（公私立合計）は 1,913 人である。

おおわだ保育園は，定員 170 名，入所児数 201 名，

保育士 26 名，職員８名の市内で最大入所児数を抱える。

　この園でいわゆる「なかよし給食」が始まったのは

2011 年 11 月である。この園でも，それまではアレル

ギーの子どもたちには個別に除去食を提供していた。

しかし個別除去食でも対応できない一人の園児が，「み

んなと同じ給食を食べたい」と発言したことからの取

り組みだった。この取り組みの結果として，「アレルギー

1 1
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表５　週間献立表より６月３日昼食の食材卵や牛乳を含まないものを探し，できるだけ身近な市

販品を利用することに取組み，またその情報を保護者

にも伝えていくという手だてをとっている。さらに小

麦粉についても，できるだけ使用しない方針で取り組

んでいる。パンは米粉パンを使い，ラーメンにはフォー

（米粉を求いた麺）を用いるなどの工夫をするとともに，

フライやつなぎにも米粉を用いている。

　献立は米飯給食が大半である。しかも和食メニュー

が主であり，タンパク質の素材は魚や豆腐を頻繁に提

供している。おやつの牛乳は，アレルギーのある子ど

もにはカルシウム添加の豆乳を提供している。またそ

の他個別除去が必要なアレルゲンについては，個別に

除去食を提供している。

　下記写真は 2014 年 6 月 3 日の刻み昆布入り中華お

こわ，五目ラーメン，小松菜ともやし和えの献立である。

五目ラーメンの麺はフォーを用いている。全般に野菜を

多く食べることができるメニューとなっており，この日

図 2　おおわだ保育園の献立例（2014 年６月３日）

は野菜が 100g 以上使用されている。他の日も 80g か

ら 110g 程度の野菜を摂取できる献立となっている。

　この取り組みを推進した園長の知識や経験から，こ

の園ではアラカルトおやつとして提供される市販のお

やつ（卵，牛乳不使用）とパック入り牛乳・豆乳以外は，

すべて加熱調理したものを提供している。したがって，

生の果実も提供していない。また離乳期には，家庭と

の連携のもと，園児が家庭で口にしていない食材は園

では提供しないことに特に配慮をしている。
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表６　６月の献立表
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　子どもたちの食事場面の様子は，和やかで楽しい雰

囲気にあふれていた。また保護者や調理スタッフ，保

育士から「よかったこと」として，次のような意見が

寄せられている 9）。

＊　アレルギーのない子の保護者から

・アレルギーが心配で保育園に入ることをためら

う保護者や，毎日心配しながら通わせている

ママの悩みが減るのがいいです。子どもにとっ

て「安全」が一番大事。

＊　アレルギーのある子の保護者から

・ 給食を試食したとき，そのおいしさに驚きま

した。アレルギーのない子に我慢させている？

と心配でしたが，こんなにおいしいなら問題

ないと確信しました。

＊　調理スタッフから

・ 以前は，それぞれのアレルギーに対応する個

別調理で，器具もそれだけ多く使いました。

今は調理器具が減り，洗浄も楽になりました。

おかわりも安心して食べてもらえます。

＊　保育士から

・ みんなと同じものが，同じ場所で食べられる

ので，「自分だけみんなと違うものを食べる」

という，子どもなりに感じている “ 疎外感 ” を

なくせてよかったです。

・ 以前はアレルギー児が落ちているものを食べ

ないよう念入りに掃除をしたり，友達のもの

を食べないよう目を配っていました。今は卵・

乳アレルギー児もみんなと一緒に配膳するの

を楽しんでいます。

（2）北海道千歳市における認可保育所における取り組み

　北海道千歳市は北海道の中南部，石狩平野の南端に

あり，札幌市に隣接する人口９万 5000 人余りの都市

である。平均年齢が 41.3 歳と北海道で一番若いと言わ

れ，その背景には自衛隊の存在がある。就学前教育・

保育施設は幼稚園が私立 11 園，保育所は公立 2 園，

私立 7 園あるが，昨今の全国的傾向とは異なり，保育

所と比べて幼稚園の入園希望者が多い傾向にあるとの

ことであった。

　2013 年６月の調査によると，公立，私立併せて９

園の保育所の児童数が 908 名，そのうちアレルギーを

もつ児童は 57 人（6.3%）であった。その中で卵か乳

のアレルギーをもつ児童が 89％の 51 人であった。ま

た，全国的な傾向として保育所における誤食等の事故

が増えていることと併せて，千歳市においても軽症で

あったり，発症にまではいたらなかったものの事故が

起こっていた。さらに，昨今の子どもたちの食の現状や，

先に紹介したおおわだ保育園での取り組みを視察等で

検討した結果，卵と乳を使わない給食とした上で，そ

れ以外のアレルゲンを代替食とすることとなった。

　実施にあたっては和食の良さを見直し，積極的に献

立に取り入れている。卵や牛乳を使用する場合は，卵

は卵，牛乳は牛乳として，できるだけ目視で確認でき

る形で提供することとした。さらに何よりも皆が一緒

に楽しく食べることができる，見た目にもおいしそう

な献立に配慮している。こうした新献立の工夫として

16 項目をあげている 10）。

① 卵や乳の昼食・おやつは，目に見える形で月に２日

程度提供します。（誕生日，行事食などのお楽しみ

献立の日に提供します。）

② 卵や乳を含む加工品とつなぎは，他の食材で代用し

ます。（つなぎは，豆腐，じゃがいも，レンコンな

どで代用します。）

③ 市販品や添加物を含むパンは，卵と乳を含まない無

添加パンに変更します。

④ 牛乳は，３歳未満児でほぼ毎日，３歳以上児で月

20 日前後提供します。

⑤ ご飯は，七分づき米に変更し，食物繊維，ビタミン，

ミネラルを摂取します。（よく噛んで食べることを

指導します。）

⑥ 味付きのひじきやしらすを使った味付きご飯や，ふ

りかけを手作りします。

⑦ 子どもに人気の変わりご飯（カレーライス，ビビン

バ，炊き込み御飯等）を増やします。

⑧ 不飽和脂肪酸（DHA や EPA）などを含む魚料理を増

やします。（魚料理は，月 3 回程度から 6 回程度に

増やします。）

⑨ ビタミンやミネラル，食物繊維を多く含む豆腐料理

や野菜料理を増やします。（特に，緑黄色野菜の使

用量を増やします。）

⑩ 添加物などを含む加工食品を減らし，素材を生かし

た手作り料理を増やします。
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① 食物アレルギーがあることを説明し，みんなが同じ

給食を食べる楽しさや大切さを理解させ，人と関わ

る力を養います。

② 伝統的な和食である魚や野菜の料理を増やし，日本

の食文化を理解させます。

③ 旬の食材を積極的に使用し，子どもが季節感を感じ

られるようにします。

④ 七分づき米，味付けご飯，変わりご飯を説明し，よ

く噛んで食べることを指導します。

⑤ 保育所でお米や野菜を育てたり，クッキングを行い，

食に対する興味を持たせます。

⑥ 給食室の見学や，栄養士や調理員と話す機会を作り，

料理に関心を持たせます。

⑦ 食材を作る生産者や，料理を作る人（保護者，調理員）

への感謝の心を育てます。

⑧ 食育の取組を家庭に伝えたり，家庭での食生活の相

談を受け，保護者の食育への関心を高めます。

　

　アレルギーについての項目を第一に挙げ，食育の中

で人と関わる力を育てることに力点がおかれているの

は注目すべき点であろう。

　この献立は公立保育園だけではなく，民間の保育園

もこれに準じて利用することができる。保護者や民間

保育園園長からは次のような意見が寄せられていた 12）。

＊　保護者から

・ みんなが同じ給食を食べる取組はよいことだ

と思う。

・ 卵は家で食べれば良いので，保育所の給食で

出さなくても問題はない。

＊　民間保育園園長から

・ 食育の面からも，みんなが同じ給食になるこ

とで，子ども達が楽しく食事ができる。

・ 調理員や保育士は毎日神経を使い大変だった。

職員の負担が軽減される。

・ 今回の献立見直しは，子どもの命を守ること

につながるので歓迎する。

⑪ 旬の食材を積極的に取り入れます。（夏には，すいか，

メロン，オクラなど）

⑫ これまで使用していなかった食材を追加します。（か

ぶ，パプリカ，枝豆など）

⑬ ３時のおやつを補食に位置づけ，市販のお菓子類を

減らし，手作りのふかし芋，枝豆，おにぎりなどを

取り入れます。

⑭ 糖質の多いジュースの回数を減らし，カテキン等を

含むお茶や麦茶を増やします。

⑮ アナフィラキシーショックを起こしやすいそばや

ピーナッツは，以前から使用していません。

⑯ 卵と乳を含まない新メニューを増やします。（調理

実習で新メニューを試します。）

　

　これら 16 項目に基づいて取組まれた給食の献立表

を見ると，和食を中心とした献立であることがわかる。

カレー，ハヤシライスやピラフ等の日を入れると，ほ

とんどが米飯給食であり，麺の日が２日あるだけであ

る。またパンについては，小麦粉を使わない米粉のパ

ンを提供している。これはこの給食の取り組みに賛同

をしたパン屋さんの協力を得ているということで，現

在のところは１か所のパン屋にお願いをしている状況

である。

　また，牛乳，卵以外の除去が必要な園児のためには，

別に立てた除去後の献立表を保護者に渡して説明して

いる（表９）。さらに，アレルギー対応食（牛乳，卵以

外のアレルギー除去食）を厨房から保育士に受け渡す

ときの確認表には，何が当該のアレルギー食であるか

明確に示されたものが用意されていて，確認をしなが

ら受け渡すこととなっている。昨年度５月末まで実施

していた除去食献立表を見ると，その除去の煩雑さが

想像できる。現在のアレルギー対応受け渡し確認表で

みられるようなシンプルさとはほど遠いものとなって

いる。

　千歳市の給食の場合は，生果実をデザートとして提

供している。また，月に１回は，卵・乳を使用したお

やつを提供している。これは献立表にも明記され，ど

の献立が該当するのかを確認することができるように

なっている。

　こうしたアレルギー対応給食と合わせて，食育活動

として次の８項目をあげている 11）。
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短期大学の例もある 13）。また，食を中心とした保育

に取り組む中で，たまたま小麦粉アレルギー児を受け

入れる事になったことで，小麦粉除去の食事づくり

に対応した「みどりの森幼稚園」の事例もある 14）。

これらは取り組みそのものを食育として取り上げるこ

4. アレルギー対応給食の観点からみた食育について

　このように誰もが同じものを食べることができる

給食について取り組んでいるところは，次第に増えて

きている。行事食などで取り組んでいる愛知文京女子

表
7
　

献
立

表
（

千
歳

市
）



39

 
表

9
　

除
去

後
の

献
立

表
（

え
び

除
去

）（
千

歳
市

）



40

表
1
0
　

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
食

受
け

渡
し

確
認

表
（

厨
房

→
保

育
士

）（
千

歳
市

）



41

表 11　「なかよし給食」を始める以前の卵，牛乳アレルギー児童の除去食献立表（千歳市）
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その中では，食育の基本として以下のようにあげられ

ている。

　子どもが生活と遊びの中で，意欲を持って

食に関わる体験を積み重ね，食べることを楽

しみ，食事を楽しみ合う子どもに成長してい

くことを期待するものであること。

　また，食事について配慮を必要とする子どもたちに

ついては，以下のように述べられている。

　体調不良，食物アレルギー，障害のある子

どもなど，一人一人の子どもの心身の状態等

に応じ，嘱託医，かかりつけ医等の指示や協

力の下に適切に対応すること。栄養士が配置

されている場合は，専門性を生かした対応を

図ること。

　専門職同士の連携を図りながら，必要な配慮を適切

に行いつつ，乳幼児の生活や遊びの中で求められてい

るものを十分に取り入れていくことが求められている。

「誰もが同じものを食べる」ということの中で，これら

を生かしていくことが食育の内容として取り組まれて

いると行っていいだろう。

　また，2008 年の幼稚園教育要領 18）においても保育

の内容「健康」における内容として，「（5）　先生や友

達と食べることを楽しむ」とし，内容の取り扱いの中で，

「（4）　健康な心と身体を育てるためには食育を通じた

望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ，幼

児の食生活の実情に配慮し，和やかな雰囲気の中で教

師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり，様々

な食べ物への興味や関心をもったりするなどし，進ん

で食べようとする気持ちが育つようにすること」とし

ている。さらにその解説の中においては，食物アレル

ギーなどをもつ幼児に対しては家庭との連携を保つこ

と，また同じものを耐える活動を取り入れる場合の配

慮について「楽しい」と感じる工夫について述べられ

ている。

　食育については，積極的に取り組まれているが，

2011 年に策定された「第２次食育推進基本計画」19）

の中では，保育所における食育の推進として，「乳幼児

の発育及び発達の過程に応じて計画的な食事の提供や

とができるのではないだろうか。

平成 17 年に示された食育基本法は前文の中で「食」

に対する取り組みを，次のように謳っている 15）。

　子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ，生きる力を

身に付けていくためには，何よりも「食」が重要である。

今，改めて，食育を，生きる上での基本であって，知育，

徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとと

もに，様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」

を選択する力を修得し，健全な食生活を実践すること

ができる人間を育てる食育を推進することが求められ

ている。（中略）子どもたちに対する食育は，心身の成

長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし，生涯にわたっ

て健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでい

く基礎となるものである。（傍線筆者）

　我々人間が生きていくために，そして子どもたちに

とっては成長するためにも必要なものを外部から取り

入れる「食」というものを，改めて捉え直そうとして

いるのがこの法律であろう。ここでは単に栄養として

取り入れるだけではなく，人間性をはぐくむためにも

「食」が必要であると言及している。ここには「文化」

としての「食」を捉えることにも目が向けられている。

　食育基本法に先立って，2004 年に「保育所におけ

る食育に関する指針」が示されている 16）。ここでは保

育所における食育の目標として，「現在をもっともよく

生き，かつ生涯にわたって健康で質の高い生活を送る

基本としての「食を営む力」の育成に向け，その基礎

を培うこと」をあげている。この保育所における食育

の目標の実現に向け，期待する具体的な育ちとして，

以下の 5 つの子ども像をあげている。

①　おなかがすくリズムのもてる子ども

②　食べたいもの，好きなものが増える子ども

③　一緒に食べたい人がいる子ども

④　食事づくり，準備にかかわる子ども

⑤　食べものを話題にする子ども

　

　これらを踏まえて，2008 年に告示された「保育所

保育指針」17）では「第 5 章　健康及び安全」の中に「食

育の推進」が項目としてあげられ，各保育所において

食育が保育の内容として位置づけられるようになった。
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ギー児に対する保育者や保護者の心配は軽減する。し

かも保育者は，子どもたちと食の関わりについて，専

門職としてさらに考えていくことができる。また保護

者にもその機会を提供することになる。家庭の食事に

ついても子育て支援の観点から，何らかの援助が必要

だと言われている昨今，健康な子どもの家庭も，こう

したアレルギー対応給食を通して食の問題に気づいて

いけるきっかけとなる。

　幼児教育における食は，ルソーやフレーベルによっ

ても語られている。ルソーは著書「人間の教育」の中で，

比喩的ではあるが，「生まれでたばかりの人間は，この

段階で乳のみ子と呼ばれるが，これは，言葉の完全な

意味においてもまたそうである。というのは，「のみこ

む」ということだけが，子どもがかろうじてできるほ

とんどただ一つの活動であり」21）と述べ，口から入っ

ていくものについての重要性を語っている。日本にお

ける給食の始まりは，教育という面よりは栄養摂取や

栄養補完の意味合いが強かった。しかし食育基本法に

代表されるように，昨今の食生活の状況はすっかり様

変わりしている。こうした中では様々な「食育」の観

点が必要であろう。

　アレルギー児の増加もこうした食生活の変化と関係

がないとは言えない。むしろアレルギー対応を通じて，

さらにいっそうの「食育」活動が広がることが必要で

あろう。そのためには「食育」に注目した構造的な保

育計画が求められる。今後，こうしたことを踏まえな

がら，「食」を中心とした保育計画の立案にも取り組ん

でいきたい。
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